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1 埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ
1.1 はじめに
埼玉県事業者オンライン申請サービスは、埼玉県あての各種申請手続
についてオンラインで実施するものです。
本マニュアルでは、ユーザー登録からログインまでの操作手順を簡易
的に示しています（以下の図の①）。

■ ご利用の流れ
埼玉県事業者オンライン申請サービスのシステム（以下「本システ
ム」といいます。）ご利用の流れは以下のとおりです。

埼玉県事業者オンライン申請サービスご利用の流れ

1 ユーザー登録

2 申請書提出

申請書承認確認

本システムを利用するには、
ユーザー登録が必要です。

ポータル画面からログインして
本システムを利用します。

申請書を作成し、提出します。

必要に応じてチャットによる事
前相談が可能です。

提出した申請書が承認されてい
ることを確認します。

3
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2.1 利用開始手続
2 ユーザー登録

埼玉県事業者オンライン申請サービスを利用するために、ユーザー登
録を行います。（ユーザー登録が済んでいる場合は14頁へ）

① WEBブラウザで下記URLにアクセスし、本システムのポータル画
面を開きます。
https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/

② 新規登録ボタンをクリックします。

3

留意事項
旧システム（事業者申請ポータル）とは異なるサービスになるた
め、旧システムで事業者登録をされている場合でも、本システム
へのユーザー登録が必要となります。

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/


2 ユーザー登録
2.2 法人（1/5）
③ ユーザー新規登録画面で、画面の指示に従って必要事項を入力し

ます。（必須）と赤字で書かれている項目は必ず入力をしてくだ
さい。

④ 法人としてユーザー登録をする場合は「登録者種別」で「法人」
を選択します。

4

所属する指定医のうち、指定医自身がユーザー登録を行い、
申請手続きを管理する（管理したい）医師がいる場合、
ユーザー登録を行う際に注意が必要です。
詳しくは、8頁を御参照ください。

過去に申請歴のある複数の指定医が医籍している
医療機関の担当者へ



2 ユーザー登録
2.2 法人（2/5）

※ 既存ユーザー宛に、登録時に必要となるワンタイムパスワードが送信されます。既存
ユーザーのメールを確認できる状態にして登録を進めてください。

1. 前ページ④までの手順と同様に、登録するユーザーの情報を入力します。

2. 「既存ユーザーのメールアドレス」欄に、同一法人（法人番号が同一）の
既存ユーザーの登録メールアドレスを入力します。

3. 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただき、同意
する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、登録ボタンを押し
ます。

4. 次の画面で入力内容を確認し、修正の必要がある場合は「戻る」ボタンを
押下して修正、修正の必要がなければ「確認」ボタンを押します。

5

「既存ユーザーのメールアドレス欄」について

• この項目は、同一法人内で既に本システムに登録済みのユーザー（以
下「既存ユーザー」）がいる場合、その既存ユーザーとこれから新規
に登録するユーザーを紐付けるためのものです。

• 以下の手順を実施することで、既存ユーザーの過去の申請情報が新規
登録ユーザーから確認・引用可能になります。

• 例えば、申請業務を担当する医療機関の担当者が複数いる場合：
医事課担当者A（メールアドレスA＝ユーザーのメールアドレ
ス）が初めにユーザー登録を行い、それ以外の医事課担当者Bも
本システムを用いて申請可能。

既存ユーザーがいない場合、または上記の機能を使用しない場合、入力不要
です。
既存ユーザーに紐付られた場合、管理する全ての申請内容を共有して閲覧可
能になります。そのため、紐付けする新規登録ユーザーは、それらの情報を
共有することに支障のない担当者であることを確認した上で、対応するなど
取り扱いにご注意ください。

既存ユーザーに紐付けるユーザーの登録手順

次ページへつづく



2 ユーザー登録
2.2 法人（3/5）

5. 既存ユーザー宛にワンタイム認証コードの案内メールが送られます。既
存ユーザーは新規登録ユーザーに認証コードを共有してください。

6. 新規登録ユーザーは既存ユーザーから共有されたワンタイム認証コード
を画面に入力し、「登録」ボタンをクリックします。

7. 下記のような「パスワード設定のメールをお送りしました」のメッセー
ジが表示されれば、ユーザー登録と共に既存ユーザーとの紐づけが完了
です。
登録したユーザーでログインすると、既存ユーザーが作成した過去の申
請書も参照できます。

6

※ 送付されたメールの例



2 ユーザー登録
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• 2.2 法人（4/5）
「旧システムデータ紐付けキー」について
• この項目は、旧システム（事業者申請ポータル）に登録されてい

る過去の申請を紐付けるために必要となる項目です。

入力が必要なケース
• 令和８年１月末時点で難病指定医療機関として指定されている

（新規申請済みの）指定医（又は、指定医の申請手続きを管理し
ている医療機関担当者）が本システムを利用して変更や更新、辞
退などの申請をする場合、必須の入力項目となります。

• 旧システムを利用したことがない場合でも、上記に該当する場合
は入力が必要です。

• 紐付けキーについては、令和８年１月末に郵送またはメールで送
付した通知※1に記載があります。そちらに記載のある紐付けキー
を誤りのないようご入力ください。

• この紐付キーは医療機関単位で付与しているため、各医療機関担
当者が、所属する指定医の申請手続きを一括して行う場合は適切
に御利用いただけます。
しかし、指定医が複数在籍する医療機関の中で、一部、自身で
ユーザー登録を行い、申請手続きを管理する（管理したい）医師
がいる場合、通知した紐付けキーでは対応できません。
上記の場合は、医療機関担当者がユーザー登録を行う前に、必ず
疾病対策課指定難病対策担当あてに御連絡ください。
個人管理を行う指定医専用の紐付けキーを新たに付与させていた
だきます。

※難病指定医の紐付けキーは各医療機関宛てに送付しております。

留意事項
難病指定医用の紐付キーも付与されている場合など、複数の紐付キーを入力
する必要がある医療機関等については、まずはいずれかの紐付キーを入力し
て登録してください。その後、ログインして、「ユーザー情報」画面から2つ
目以降の紐付けキーを登録してください。（27頁参照）



2 ユーザー登録
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• 2.2 法人（5/5）

⑤ 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただ
き、同意する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、
登録ボタンを押します。

入力が不要なケース
• 今まで難病指定医療機関の指定を受けておらず、令和８年２月１

日以降に本システムで初めて新規申請を行う指定医※2は入力不要
です。

※2 令和８年２月より前から難病指定医としての指定を受けていたが、令和８年
２月１日以降に指定医の区分変更に伴う新規申請（辞退申出後の新規申請）や主
たる勤務先の変更（他県（さいたま市含む）に伴う辞退申出が必要になる指定医
は、辞退申出を新システムで行うために紐付けキーの入力が必要となります。



2 ユーザー登録
2.3 個人事業主・任意団体（1/3）
③ ユーザー新規登録画面で、画面の指示に従って必要事項を入力し

ます。（必須）と赤字で書かれている項目は必ず入力をしてくだ
さい。

④ 個人事業主・任意団体としてユーザー登録をする場合は「登録者
種別」で「個人」を選択します。

9



• この項目は、旧システム（事業者申請ポータル）に登録されてい
る過去の申請を紐付けるために必要となる項目です。

入力が必要なケース
• 令和８年１月末時点で難病指定医療機関として指定されている

（新規申請済みの）指定医（又は指定医の手続きを管理している
医療機関担当者）が本システムを利用して変更や更新、辞退など
の申請をする場合、必須の入力項目となります。

• 旧システムを利用したことがない場合でも、上記に該当する場合
は入力が必要です。

• 紐付けキーについては、令和８年１月末に郵送またはメールで送
付した通知※1に記載があります。そちらに記載のある紐付けキー
を誤りのないようご入力ください。

2 ユーザー登録

10

2.3 個人事業主・任意団体（2/3）
「旧システムデータ紐付けキー」について

留意事項
難病指定医用の紐付キーも付与されている場合など、複数の紐付キーを入力
する必要がある医療機関等については、まずはいずれかの紐付キーを入力し
て登録してください。その後、ログインして、「ユーザー情報」画面から2つ
目以降の紐付けキーを登録してください。（28頁参照）

※1 難病指定医の紐付けキーは各医療機関宛てに送付しております。
指定医が複数在籍している医療機関において、個人でユーザ
登録を行って申請を管理する場合、紐付けキーを入力する前に
必ず疾病対策課指定難病対策担当あてに御連絡ください。



2 ユーザー登録

11

2.3 個人事業主・任意団体（3/3）

⑤ 入力の確認ができたら、下部の「利用規約」の内容を確認いただ
き、同意する場合は「利用規約に同意する」にチェックを入れ、
登録ボタンを押します。

入力が不要なケース
• 今まで難病指定医療機関の指定を受けておらず、令和８年２月１

日以降に本システムで初めて新規申請を行う医療機関※2は入力不
要です。

※2 令和８年２月より前から難病指定医としての指定を受けていたが、令和８年
２月１日以降に指定医の区分変更に伴う新規申請（辞退申出後の新規申請）や主
たる勤務先の変更（他県（さいたま市含む）に伴う辞退申出が必要になる指定医
は、辞退申出を新システムで行うために紐付けキーの入力が必要となります。



2 ユーザー登録
2.4 パスワード設定(1/2)
⑥ 確認画面が表示されますので、内容に誤りがなければ「確認」ボ

タンを押下してください。

中略

⑦ 登録されたメールアドレスあてにパスワード設定のためのメール
を送信した旨のメッセージが表示されます。

12



2 ユーザー登録
2.4 パスワード設定(2/2)
⑧ 登録したメールアドレスあてに送信された、ユーザー登録の御案

内のメールを確認し、記載されたＵＲＬをクリックしてください

⑨ パスワード設定（変更）画面が表示されます。画面の案内に従い、
パスワードを設定し、「パスワードを変更」のボタンをします。

⑩ これでパスワード設定は完了です。自動でログイン後の画面に移
動します。

13



3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット
3.1 ログイン
各申請は、本システムにログインした状態で実施します。ログイン手
順は以下の通りです。

① WEBブラウザで下記URLにアクセスし、本システムのポータル画
面を開きます。
https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/

② メンバーログインをクリックし、ログイン画面に遷移します。
「2 ユーザー登録」で登録した「ユーザー名」、「パスワード」
を入力した後「ログイン」ボタンをクリックします。

14

https://saitamapref.my.site.com/PortalPage/


3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット
3.2 ログアウト
操作が終わった後は、システムからログアウトします。

① 画面右上のアイコンをクリックし、表示されるメニューから
「ログアウト」を選びます。

② ポータル画面が表示されれば、ログアウトは完了です。

15



3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット
3.3 パスワードリセット(1/2)
ログインパスワードを忘れた際に使用します。

① 「パスワードをお忘れですか？」の文字を押します。

② ユーザー名を入力し「パスワードリセット」ボタンを押します。
指定のメールアドレスに再設定メールが受信されます。

16



3.3 パスワードリセット(2/2)
3 ログイン、ログアウト、パスワードリセット

③ メールが届いたら本文に記載の再設定用のURLをクリックします。

④ 開いた画面で新しいパスワードを入力し、「パスワードを変更」
のボタンを押します。

17



4 ホーム画面
4.1 ホーム画面の構成

中略

タブにより4つの画面に切替が可能
「ホーム」「過去のあなたの申請」「代理人登録」
「代理申請者」

①画面表示切替リンク

現在の申請者が表示される
※（代理人登録をしている場合のみ）申請者を変更し
たい場合は「切り替え」ボタンを押す

②申請者指定の表示

現在作成中、または申請中の申請書が一覧表示される③手続き中申請の表示

申請したい作成書を選択／クリックすると選択した申
請書を作成できる④申請書作成ボタン

１

2

3

4

ログイン後は「ホーム」画面が表示されます。ホーム画面は下記の
ような構成になっています。

18



4 ホーム画面
4.2 過去のあなたの申請
・画面上部の表示切り替えリンクにより、画面に表示する内容を切

り替えることができます。
・「過去のあなたの申請」をクリックすると、自分が過去に申請し、

承認された申請書の一覧が表示されます。

① ▼をクリックすると一覧の表示内容を切り替えることができます。

自分が過去に申請し、承認された申請書の一覧が表示
されるあなたの過去の申請

現在手続き中の申請が一覧で表示される手続き中申請

最近参照した申請が一覧で表示される最近参照したデータ

② 見出し横の矢印で昇順・降順の並び替えも可能です。
※一覧の列見出しにマウスポインタを移動すると、矢印が表示されます。矢印をクリッ
クした列が並び替えられます。

19



4 ホーム画面
4.3 代理人登録（1/4）
代理人の登録をする際に使用する画面です。

【ご注意】
・代理人登録を行う場合、あなたが代理する方（被代理人）も本シス

テムのユーザーとして登録されている必要があります。
・被代理人となる方も事前に「2 ユーザー登録」に従い、ユーザー登

録をしてください。

【代理人登録を行うとできること】
・代理人として本人（被代理人）に代わって各申請を行うことが可能
・代理人として本人（被代理人）の過去の申請情報の確認、変更申請

等での引用が可能
・複数の被代理人の代理人登録を行っている場合、切り替えが可能

20



4 ホーム画面
4.3 代理人登録（2/4）
①【被代理人の操作】被代理人の方は、代理人登録画面の「あなたの

情報」を参照し、本システムに登録された「ユーザー番号」「メー
ル」の情報を代理人に伝達します。

被代理人の情報

② 代理人の方は、代理人登録画面の「あなたが代理する方の情報
（被代理人情報）」へ①で伝達された「ユーザー番号」「メー
ル」情報を入力します。

被代理人の情報

被代理者から代理人に情報を伝達

21



4 ホーム画面
4.3 代理人登録（3/4）
③ 代理を行う「申請カテゴリ―」を選択して申請ボタンを押します。

※複数申請を行いたい場合は、個別に申請を実施してください。

④ 被代理人一覧に「申請中」の状態として登録されます。

⑤ 【被代理人の操作】ユーザー登録したメールアドレスに代理人申請
があったことのメールが届きます。メール本文のURLをクリックし
てログインします 。

22



4 ホーム画面
4.3 代理人登録（4/4）

⑥ 【被代理人の操作】ホーム画面の「代理申請者」から代理人一覧を
表示します。代理人登録を認める場合は「承認」を選択し、表示さ
れた確認メッセージの「OK」を押してください。

⑦ 以上で代理人登録は完了です。ホーム画面に戻り、申請者指定欄の
「切り替え」ボタンを押し、表示されたプルダウンリストから被代
理人を選択し、代理申請ボタンを押してください。

「切り替え」ボタンを押すとプルダウンリストが表示されます。

23



4 ホーム画面
4.4 ユーザー登録情報の確認・変更
ログインしているユーザー登録情報の確認や変更をする画面です。

② ユーザー情報を編集するには「編集」ボタンを押します。
※ユーザー番号、登録者種別、法人番号は変更できません。
また、赤字で（必須）と書かれている項目は必ず入力してください。
※変更ができない項目について、変更する必要がある場合は下記のアドレスに

お問合せください。
 行政･デジタル改革課：a2440-13@pref.saitama.lg.jp

③ 変更後、内容を確認し「保存」ボタンを押します。

① 画面右上のアイコンをクリックする。表示されるメニューから
「ユーザー情報」を選びます。
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4 ホーム画面
4.4 ユーザー登録情報の確認・変更
ユーザー情報変更における各項目の注意点です。

25

注意点項目名
必須項目です。未入力のまま登録できません。
40文字以内で入力してください。法人名・事業者名（法人・事業者名）

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。利用者-姓

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。利用者-名

必須項目です。未入力のまま登録できません。利用者住所

必須項目です。未入力のまま登録できません。電話番号

半角数字で入力してください。
9桁以下、または12桁以上は入力できません。連絡先電話番号

必須項目です。未入力のまま登録できません。
半角数字7桁で入力してください（6桁以下、または8桁以上は入
力できません）。

郵便番号

「法人」の場合は必須です。未入力のまま登録できません。
半角数字7桁で入力してください。法人・事業者郵便番号

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。代表者-姓

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。代表者-名

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。
全角カタカナ（フリガナ）と全角スペースのみ入力できます。

代表者-姓（フリガナ）

必須項目です。未入力のまま登録できません。
20文字以内で入力してください。
全角カタカナ（フリガナ）と全角スペースのみ入力できます。

代表者-名（フリガナ）

必須項目です。未入力のまま登録できません。
200文字以内で入力してください。住所

40文字以内で入力してください。支店・支社・事業所名
200文字以内で入力してください。支店・支社・事業所住所
20文字以内で入力してください。所属部署

13文字以内で入力してください。
使用できる文字は半角英数字とハイフンのみです。旧システム紐付けキー



4 ホーム画面
4.4 ユーザー登録情報の確認・変更
以下の項目は、同一事業者に紐づく複数ユーザーで共有されます。
事業者に所属するいずれかのユーザーが更新すると、同一事業者に属する全
ユーザーに反映されます。
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法人・事業者住所
法人名・事業者名
法人・事業者郵便番号
代表者・個人事業主-姓
代表者・個人事業主-名
代表者・個人事業主-姓（フリガナ）
代表者・個人事業主-名（フリガナ）
代表者・個人事業主-役職名



4 ホーム画面
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• 4.5 ユーザー登録情報の確認・変更（紐付けキー
の追加登録）

埼玉県から複数の紐付キー（難病指定医用・小児慢性特定疾病医療
機関用など）が送付された難病指定医療機関において、同一ユー
ザーが難病指定医・小児慢性特定疾病医療機関の申請も行う場合は、
それぞれの申請用に送付された紐付キーを用いて、以下手順で複数
回紐付けを行う必要があります。

①ログイン後、画面右上のアイコンをクリックします。表示される
メニューから「ユーザー情報」を選びます。

※過去申請データは、各種申請の「過去申請参照」画面から確認でき
ます。ユーザー登録時に登録した紐付けキーによる過去申請データ
の連携が完了したことを確認してから行ってください。

② 画面右上の「編集」ボタンを押します。



4 ホーム画面
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• 4.5 ユーザー登録情報の確認・変更（紐付けキー
の追加登録）

③「旧システムデータ紐付キー」欄に入力されている紐付キーを削
除し、未入力の紐付キーを入力してください。

例）ユーザー登録時に紐付けていない難病指定医療機関用の紐
付キー（1月末に送付）を入力

紐付けキーを削除しても、その時点で紐付いているデータにつ
いては削除されません。

④毎時0分を過ぎてから、上記で紐付けを行ったデータ（例：難病指
定医療機関の過去申請）が連携されます。その後、各種申請の
「過去申請参照」ボタンを押すと該当手続きの過去申請データを
参照して申請が提出できるようになります。
→「過去申請参照」から正しいデータ連携が完了したことを御確
認下さい。


